
ID No 指摘事項の内容 ヒアリング日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 積み残し事項の回答予定時期

221124-14 1

P1)
「～により～による～により」等は適正な文章にすること

R4.11.24 本日回答  

以下のとおり変更する。
【変更前】
～補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水により１次冷却
系の過圧を防止すること”により”，炉心損傷の防止を図
り，～
【変更後】
～補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水により１次冷却
系の過圧を防止すること”で”，炉心損傷の防止を図り，～

資料3-1「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 7.1.5 原子炉停止機能喪失（SAE715 
r.6.0）」
・p.7.1.5-1

資料3-2「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 比較表 7.1.5 原子炉停止機能喪失
（SAE715-9 r.6.0）」
・p.1,2

 

221124-15 2

添付7.1.5.4-2)
MOX燃料に係る記載について，MOXを採用している先行プラン
トとの同等性を確認すること。

R4.11.24 本日回答  

泊３号炉と同様に、MOX燃料を採用し、減速材温度係数の初
期値に個別プラントの炉心設計を包絡する値を設定している
玄海３／４号炉の記載と同等であることを確認した。

資料3-2「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 比較表 7.1.5 原子炉停止機能喪失
（SAE715-9 r.6.0）」
・p.10
■添付資料7.1.5.4
・p2,3

 

221124-16 3

まとめ資料7.1.5-29）
減速材温度係数の条件設定の考え方については，MOX炉心の
先行実績を確認して，必要であれば適正化すること

R4.11.24 本日回答  

泊３号炉と同様に、MOX燃料を採用し、減速材温度係数の初
期値に個別プラントの炉心設計を包絡する値を設定している
玄海３／４号炉の記載を確認し、以下のとおり記載を変更す
る。
【変更前】
ウラン燃料を装荷した炉心とウラン・プルトニウム混合酸化
物燃料を装荷した炉心において、～
【変更後】
ウラン燃料を装荷した炉心において、～

資料3-1「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 7.1.5 原子炉停止機能喪失（SAE715 
r.6.0）」
・p.7.1.5-7,29

資料3-2「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 比較表 7.1.5 原子炉停止機能喪失
（SAE715-9 r.6.0）」
・p.10,61,63

 

221124-17 4

P3）
「係らず」，「関わらず」の記載について，資料全体を確認
して，適正化を検討すること。

R4.11.24 本日回答  

資料全体を確認した結果、本事象にのみ「係わらず」「関わ
らず」が混在していたが、資料全体として「かかわらず」に
統一する。

資料3-1「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 7.1.5 原子炉停止機能喪失（SAE715 
r.6.0）」
・p.7.1.5-3
・添7.1.5.1-1

資料3-2「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 比較表 7.1.5 原子炉停止機能喪失
（SAE715-9 r.6.0）」
・p.3
■添付資料7.1.5.1
・p.1

 

221124-18 5

P31）
炉心崩壊熱に係る不確かさの記載について，先行と比較した
上で記載の要否を検討し，相違理由を詳細に示すこと。

R4.11.24 本日回答  

炉心崩壊熱に係る不確かさの記載については、本事象は短時
間での挙動が支配的であるため崩壊熱による影響は有意とま
では言えないこと、泊同様個別解析の評価を実施している大
飯が影響評価を実施していないことを踏まえ、泊も影響評価
は添付書類十には記載せず添付資料での考察に留めることと
する。

資料3-1「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 7.1.5 原子炉停止機能喪失（SAE715 
r.6.0）」
・p.7.1.5-8

資料3-2「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 比較表 7.1.5 原子炉停止機能喪失
（SAE715-9 r.6.0）」
・p.33

 

泊発電所３号炉　ヒアリングにおける指摘事項に対する回答一覧表
（有効性評価 7.1.5 原子炉停止機能喪失）

泊発電所３号炉審査資料

資料３－４

令和4年12月19日

資料番号

提出年月日

*：検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。 1/2
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泊発電所３号炉　ヒアリングにおける指摘事項に対する回答一覧表
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221124-19 6

P54)
「１次冷却材圧力が過度に上昇することはなく，炉心損傷す
ることはない」の記載に関して，必要に応じて修正するこ
と。（女川では，「”～によって”炉心損傷することはな
い」という記載となっている。） R4.11.24 本日回答  

改めて女川の記載を確認し、以下のとおり変更する。
【変更前】
～１次冷却材圧力が過度に上昇することはなく，炉心損傷す
ることはない。
【変更後】
～１次冷却材圧力が過度に上昇することはなく，”ほう酸ポ
ンプによる緊急ほう酸濃縮及び余熱除去系による炉心冷却を
実施することにより，”炉心損傷することはない。

資料3-1「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 7.1.5 原子炉停止機能喪失（SAE715 
r.6.0）」
・p.7.1.5-25,26

資料3-2「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 比較表 7.1.5 原子炉停止機能喪失
（SAE715-9 r.6.0）」
・p.56

 

221124-20 7

P55)
「その結果～」の評価項目に関する記載について，必要に応
じて記載順を適正化すること（他のシーケンスでは，「燃料
被覆管温度及び酸化量」を最初に記載）

R4.11.24 本日回答  

「その結果～」の評価項目に関する記載については、女川同
様、全ての事象において「燃料被覆管温度及び酸化量」，
「原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力」，「原子炉格
納容器バウンダリにかかる圧力及び温度」の記載順で統一す
る。

資料3-1「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 7.1.5 原子炉停止機能喪失（SAE715 
r.6.0）」
・p.7.1.5-26

資料3-2「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 比較表 7.1.5 原子炉停止機能喪失
（SAE715-9 r.6.0）」
・p.57

 

221124-21 8

P57)
「設計基準拡張」設備の整理や記載修正については，他の事
故シーケンスや技術的能力等も含めて適切に行うこと。

R4.11.24 後日回答予定  

「原子炉停止機能喪失」の重大事故等対策についての表に関
して、他の事故シーケンスや技術的能力等も含めて適切に
「設計基準拡張」設備の整理や記載の修正を行う。

 2023年3月

221124-22 9

PWRのATWS緩和設備は，米国のAMSACと同様のものなのかどう
か確認すること

R4.11.24 本日回答  

PWRのATWS緩和設備と米国のAMSACは同等のものであり、ATWS
緩和設備はAMSACに主蒸気隔離を追加したものであることを
確認した。また、確認結果を添付資料7.1.5.3の別紙として
追記した。

資料3-1「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 7.1.5 原子炉停止機能喪失（SAE715 
r.6.0）」
・添7.1.5.3-4,5

資料3-2「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 比較表 7.1.5 原子炉停止機能喪失
（SAE715-9 r.6.0）」
■添付資料7.1.5.3
・p.3

 

221124-23 10

P10など）
減速材温度係数に係る相違理由には，泊の内容のみならず，
比較している高浜，大飯との差異が生じている理由について
も記載すること。
個別の値を設定した先行プラントの実績や，個別の値の妥当
性の記載も充実のこと。

R4.11.24 本日回答  

減速材温度係数初期値の相違理由に関して、記載の充実化を
図った。
個別の値を設定した先行プラントとして玄海３／４号炉と同
等の記載であるこを確認した。

資料3-2「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 比較表 7.1.5 原子炉停止機能喪失
（SAE715-9 r.6.0）」
・p.11,12

 

221124-24 11

減速材温度係数とドップラー係数はセットで相違理由の説明
を充実すること。

R4.11.24 本日回答  

減速材温度係数とドップラー係数に関して、他プラントとの
相違理由の説明についてはセットで充実を図った。

資料3-2「泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効
性評価 比較表 7.1.5 原子炉停止機能喪失
（SAE715-9 r.6.0）」
・p.10～12
■添付資料7.1.5.4
・p.1～3,7

 

*：検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。 2/2


